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は じ め に 

 

食は、私たちの生命と健康の源であり、豊かな暮らしを

送る上で必要不可欠なものであることから、食の安心・安

全の確保は極めて重要な課題です。 

 

県では、平成２５年３月に、「食の安全」、「食の安心」、

「参画と協働」の３つの大きな柱を基本とする「山口県食

の安心・安全推進基本計画（改定版）」を策定し、本県にお

ける食の安心・安全の確保に向けて、消費者の視点に立っ

た食品の生産から消費に至る幅広い分野の施策を総合的か 

つ計画的に推進してきました。 

 

こうした中、ＢＳＥの国内発生状況を踏まえた検査体制の見直しが行われる一方で、乾

燥食品によるノロウイルス食中毒や総菜による腸管出血性大腸菌食中毒が関東地方を中

心に広域的に発生するほか、県内では、原産地表示偽装事案が発生するなど、食品の安全

性や信頼性が脅かされる事件・事故が相次ぎ、県民の皆様の食の安心・安全に対する関心

は更に高まっています。 

 

国では、広域的な食中毒事案への対策強化と事業者による衛生管理の向上等を図るため、

本年６月にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化等を盛り込んだ食品衛生法の一部改正

がなされました。 

 

県では、こうした食をめぐる様々な環境の変化に的確に対応するため、これまでの取

組・課題を踏まえ、このたび、「山口県食の安心・安全推進基本計画（第２次改定版）」を

策定し、「衛生管理の高度化や食品表示適正化等に向けた自主的な取組の促進」や「県民

の食品安全に関する理解の促進」を、新たに重点的な取組と位置づけ、実効性のある施策

を講じることとしました。 

 

今後は、この計画に基づき、県、事業者、消費者が一体となって食の安心・安全を推進

し、「活力みなぎる山口県」の実現に向け、積極的に取り組んでまいりますので、県民の

皆様の一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 

平成３０年(2018 年)１１月 
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